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近畿日本鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果 

   項   目 主 な 取 組 み 状 況 等 所   見 所見に対する回答 

１．運賃に関する事項 

（１）関係法令、通達に 

基づく諸手続き等 

・ 近畿日本鉄道株式会社（以下

「近鉄」という。）においては、

平成１１年１０月より特急カ

ード「ビスタカードプラス」の

発売による割引の実施、平成１

２年３月より生駒鋼索線の上

限の範囲内での実施運賃の変

更等を行った。 

・ 点字運賃表については、駅改良

等の機会に併せてスペースを

確保の上順次設置している。 

・ 関係法令、通達に基づき、適正

に処理されている。 

 

 

 

 

 

 

・ 点字運賃表については、今後と

も、その内容に正確を期し、設

置を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き駅改良の機会を捉えて

順次導入してまいります。 

 

（２）駅務機器類の整備、 

運賃表の誤表示等 

・ 「運賃誤表示等防止・対応マニ

ュアル」を作成し、関係者に対

して周知徹底を図り、運賃表の

誤表示等の再発防止に取り組

んでいる。しかしながら、過去

３年間に次の３件の誤表示等

が発生。     

①一部区間に該当する運賃ボ

タンが存在しない券売機の設

定誤り 

②２枚対応改札機のプログラム

ミスにより定期券区間を含め

た精算を行う誤収受 

③掲出運賃表において正当運賃

より１０円安くする誤表示 

・ いずれの誤表示等についても

利用者に対しポスターの掲示、

申告に応じて返金する措置を

講じている。 

・ 再発防止策として関係者の作

・ 運賃・料金の正確な収受は運賃

制度を適正に運用するための

基本的事項であり、今後とも関

係職員への教育指導の徹底等

により厳正な取扱いを行い、再

発防止に万全を期することが

必要である。 

・ 関係各部署にて関係者に「運賃

誤表示等防止・対応マニュアル」

の周知徹底を図り、今後の再発

防止に努めてまいります。 

 



 

 - 2 -

業責任の明確化、確認手順の再

徹底等を図っている。 

（３）連絡運輸・乗継割 

引制度・企画乗車券等 

・ 連絡運輸については、利用者利

便の向上を図る観点から、西日

本旅客鉄道株式会社（以下「Ｊ

Ｒ西日本」という。）、大阪市交

通局をはじめとした１４社局

と主要駅で実施している。 

・ 現地監査を行った京都駅にお

いては、ＪＲ西日本線との間で

定期券利用者が大幅に増加し

ているデータがあるにも関わ

らず、定期券による連絡運輸を

実施していない。 

・ 乗継割引制度は、７駅におい

て、相手方事業者５社局との間

で実施している。 

・ ビジネス客や観光客の鉄道利

用促進及び多様化する旅客ニ

ーズに的確に応えるため、各種

企画乗車券等の開発・発売に努

めている。 

・ ＩＣカード化については、他社

に遅れることなく導入を図っ

ていくこととしている。 

・ 今後は、乗換駅における利用者

の利用実態の再調査、連絡運輸

の導入効果、精算のためのコス

ト、対象事業者の意向等を総合

的に判断し、連絡運輸による利

用者サービスの向上について

検討する必要があると考える。

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも利用者利便の向上、需

要の喚起に資する商品の提供

が期待される。 

 

 

・ ＩＣカードの共通化・相互利用

化は、乗継時間の短縮、券売機

での混雑・不便の解消など利用

者の利便性の向上に資するも

のであることから、引き続き実

用化に向けた検討・準備が期待

される。 

・ 西日本旅客鉄道とはＪスルーカ

ードの共通利用、スルッとＫＡ

ＮＳＡＩカードによる大阪市交

通局や他の関西各交通事業者と

の共通利用や連絡運輸により常

に利用旅客の利便性向上に努力

しておりますが、今後について

も、乗換駅における利用実態・

ニーズ等を積極的に把握し、対

象事業者の意向等を確認しなが

ら、今後導入するＩＣカードも

含め総合的に乗継利便性の更な

る向上を検討してまいります。 

 

 

・ 今後も、引き続き多様化するお

客様のニーズに対応した商品を

提供できるよう努めてまいりま

す。 

 

・ 平成１９年春を目処に主要路線

において、共通利用・相互利用

が可能となるＩＣカードシステ

ムを導入する計画です。 

 

２．情報提供に関する事 

項 

・ 情報誌「近鉄ニュース」を毎月

配布。 

・ ホームページにより経営状況、

主要駅の構内図やバリアフリ

ーに関する情報、運賃に関する

・ 情報誌やホームページにおい

て適切な情報が提供されてお

り、今後とも利用者に対する各

種情報の提供を積極的に行う

ことが期待される。 

・ 情報提供は引き続き積極的に行

ってまいります。なお、ホーム

ページについては平成１７年度

に改良を予定しており、さらに

適切な情報提供に努めてまいり
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情報の他、沿線でのハイキン

グ・イベント等の情報を提供し

ている。 

・ 列車の運行情報については、ホ

ームページ及び携帯電話へリ

アルタイムに提供を行ってい

る。 

ます。 

 

３．案内情報に関する事 

項 

・ 案内表示については、昭和５５

年に社内基準を策定している

が、平成元年以降の改定が行わ

れていないことから、「公共交

通機関旅客施設の移動円滑化

整備ガイドライン（平成１３年

８月）」や「公共交通機関旅客

施設のサインシステムガイド

ブック（平成１４年１１月）」

の内容が反映されたものとは

なっていない。 

・ 駅名標において、日本語と英語

の２ヶ国語表示を基本としつ

つ、近鉄難波等のターミナル駅

を中心に６５駅では、経路案内

や列車の行き先について、日本

語、英語、中国語及び韓国語の

４ヶ国語表示を実施している。

 

 

 

・ 伊勢志摩方面へのターミナル

駅となる上本町駅等外国人旅

行者の利用も多いと考えられ

る駅についても、券売機上の路

線図式運賃表については、特急

停車駅以外は日本語標記のみ

・ 「公共交通機関旅客施設の移

動円滑化整備ガイドライン（平

成１３年８月）」や「公共交通

機関旅客施設のサインシステ

ムガイドブック（平成１４年１

１月）」の内容が反映されたガ

イドラインの整備が期待され

る。 

 

 

 

・ 外国人にも使いやすい駅施設

とするひとつの取組みとして

評価できると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 特急停車駅以外の駅も外国語

標記を実施するなど一般利用

者 の 視 認 性 も 考 慮 し な が ら

外国人のニーズを勘案した案

内情報提供の充実が期待され

る。 

・ 現行の当社基準を平成１７年度

にこれらの公的ガイドラインに

準拠した内容に改訂いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成１１年度より主な駅で表示

を開始しており、引き続き更新

の機会を捉えて拡大に取り組ん

でまいります。 

 

 

 

 

 

 

・ 駅数が多い当社にとって、限ら

れたスペースで全駅の多言語表

示を行うことは大変難しいこと

であります。まずは平成１７年

度改訂予定の基準に盛り込む方

向で検討を進め、可能であれば
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となっている。 

 

・ 車内における案内表示につい

ては、特急用車両及び一部の一

般用車両においてＬＥＤによ

る日本語及び英語による案内

を行っているが、特急を含むす

べての車両で車内での英語に

よる案内放送は行われていな

い。 

 

 

 

 

・ ターミナル駅を中心に駅構内

のリニューアルに合わせて、Ｌ

ＥＤ化や４ヶ国語表示等案内

表示の整備を進めていくとと

もに、英語対応の液晶パネル方

式の券売機について、機器の

更新の際、順次増設していくこ

ととしている。 

・ ターミナル駅における案内表

示の整備について、基本的にラ

ッチ内は独自に整備しており、

関係事業者等との調整は行っ

ていないところ、近鉄難波駅等

一 部 の タ ー ミ ナ ル 駅 に つ い

ては、関係事業者等と連絡会議

を設け、地下街等ラッチ外の表

示について、統一的に整備する

よう検討を進めている。 

 

・ 観光客が多く利用するターミ

 

 

・ 車内での外国語放送等の充実

についても検討が期待される。

 

 

 

 

 

 

・ 車内での対応に併せて、駅のナ

ンバリングの導入の可否につ

いての検討が期待される。 

 

・ 利用者利便に資する設備につ

いては、引き続き整備を進めら

れたい。 

 

 

 

 

 

・ 他のターミナル駅においても

こうした関係事業者との調整

を図り、ラッチの内外にかかわ

らず、利用者にとって分かり易

い案内表示の整備に努めるこ

とが期待される。 

 

 

 

 

 

・ 駅施設内において、普段近鉄を

更新の機会を捉えて改良を進め

てまいります。 

・ 現在、列車運行中という限られ

た時間内でのわかりやすく効果

的な車内放送のあり方について

見直し検討を進めております

が、外国語放送の必要性やその

実施方法についてもあわせて検

討課題といたします。 

 

・ 運輸局主催の勉強会に参加し今

後の導入可能性について検討を

進めてまいります。 

 

・ 今後もお客様の立場に立って更

新や改良工事の機会を捉えて整

備を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

・ ターミナルにおける当社案内表

示整備は一応の完了を見ており

ますが、今後難波ターミナルの

ような統一化協議の機会があれ

ば積極的にこれに応じ、更新の

機会を捉えて整合を図ってまい

ります。 

 

 

 

 

・ 収入が減少している中、コスト
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ナル駅においても案内所がほ

とんど設置されていない。 

利用しない旅行客等からの問

い合わせに的確に対応できる

よう、案内所のさらなる設置等

の検討が期待される。 

増要因となる案内所・専門ポス

トの新設は容易ではありません

が、駅係員の案内能力の向上や、

お客様が寄り付きやすい設備の

工夫など、今後も実施可能な方

策を検討していきたいと考えて

おります。 

 

４．バリアフリー対策に 

関する事項 

・ エレベーターについては６３

駅で、エスカレーターについて

は７７駅で設置されているも

のの段差の解消に関し、移動円

滑化基準に完全に適合してい

る駅は４９駅で１日当たりの

平均利用者数５千人以上の駅

１２３駅の４０％となってお

り、平成２２年までには１日当

たりの平均利用者数が５千人

以上の駅のうちワンルートが

確保されていない駅に対して

は、国や自治体からの補助を前

提として、エレベーター設置を

基本とした段差の解消を可能

な限り図りたいとしている。 

・ 視覚障害者誘導用ブロックに

ついては、１日当たりの平均利

用者数が５千人以上の１２３

駅のうち移動円滑化基準に適

合している駅が３０駅で整備

率２４％であるが、平成１６年

度にはほぼ１００％の適合と

なる予定である。身体障害者対

応型便所の設置については、同

１２３駅のうち８５駅（うち、

・ 現時点での達成率にかんがみ

ると目標の達成が懸念される

ところでもあり、今後は、補助

制度の趣旨を十分に理解した

上で、自主財源による整備も積

極的に検討し、平成２２年まで

の基本方針の目標達成に向け

た確固たる整備計画の策定を

行うとともに、関係者との調整

を図り、整備の促進を図る必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 国の基本方針に基づき、平成２

２年の目標年次に向け、国・関

係地方自治体との調整も含め、

計画的に整備に努めてまいりま

す。 
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移動円滑化基準に適合してい

る駅は１２駅で整備率１０％）

となっている。また、全ての鉄

軌道駅で車いすで入出できる

通路を設けているほか、幅広自

動改札機の整備を進めること

としている。 

・ 監査時点において、近鉄の駅を

含むバリアフリー基本構想が

策定されているのは、１８駅で

あるが、京都駅等についても、

バリアフリー基本構想の策定

に向け検討が進められている。

 

・ 一部の駅では、バリアフリー施

設が整備されているものの、駅

周辺の不法駐輪等により視覚

障害者誘導用ブロック等のバ

リアフリー施設が利用しにく

くなっているといった問題が

ある。 

・ 未整備駅等における対応体制

については、基本的に駅員の介

助により対応している。また、

無人駅については、あらかじめ

利用の連絡を受け、最寄の駅か

ら駅係員を派遣しているほか、

ワンマン運転区間においては

運転士が介助する場合もあり、

いずれの場合も基本的には、随

時対応可能としている。 

 

・ 駅係員については、年間訓練の

中でバリアフリーに関する訓

 

 

 

 

 

 

 

・ バリアフリー化整備促進のた

めのバリアフリー協議会等へ

は、今後とも、積極的に参画し

ていくことが必要である。 

 

 

 

・ バリアフリー施設の整備後も、

バリアフリー施設有効利用の

ため、関係者との十分な調整に

より駅周辺における駅施設へ

のルート確保が適切になされ

るよう一層の努力が期待され

る。 

・ 要員を確保するため、一定の時

間がかかることもあることか

ら、利用者利便にかんがみ、あ

らかじめ、利用者からの連絡が

あることが望ましく、この点、

利用について、事前の案内情報

の 提 供 に 努 め る こ と が 期 待

される。 

 

 

 

・ 鉄道事業者として、駅係員の的

確な対応を図るためには、鉄道

 

 

 

 

 

 

 

・ 各駅のバリアフリー基本構想策

定については、今後とも積極的

に参画するとともに、策定完了

後も関係自治体の協力のもと、

事業の実施状況についてのフォ

ローアップを図っていく所存で

ございます。 

・ 不法駐輪等、利用者のマナーに

依存する問題については、「心

のバリアフリー」の観点から関

係自治体と協力して取り組むと

ともに、駐輪場整備等について

も協力してまいります。 

 

・ 当社ホームページにおいて、事

前の連絡をお願いしているとこ

ろでございますが、今後駅員無

配置駅・駅員無配置時間帯のあ

る駅においては、近隣駅員配置

駅に連絡いただきたい旨を掲示

するよう検討いたします。 

 

 

 

 

・ 交通エコロジー・モビリティ財

団のマニュアル等を参考に自社
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練も行っており、交通エコロジ

ー・モビリティ財団のマニュア

ル等を配布し、駅係員のバリア

フリーに対する理解を深めて

いる。 

 

・ 平成１６年度から、駅係員の

「サービス介助士」資格の取得

を促進することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ホームページにおいて、バリア

フリーに関する情報提供を行

っている。また、耳や言葉の不

自由な利用者のため、主要駅に

おいては、ＦＡＸ送信サービス

を行っており、ホームページ上

でもその旨の案内を行ってい

る。 

旅客サービスを担う自社にお

けるバリアフリーに関する駅

係員のマニュアル整備につい

ても検討すべきである。 

 

 

・ 駅係員の質の向上については、

今後とも積極的に取り組むべ

きであるとともに、駅における

バリアフリーボランティアの

活用等についてもあわせて研

究することが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

・ ホームページ上では一部の駅

しか構内図が掲載されていな

い等利用者利便の向上のため

にはホームページについて更

なる改善の余地があるものと

考えられ、この点についても検

討する必要がある。 

マニュアルの整備を検討してま

いります。 

 

 

 

 

・ 駅係員のサービス介助士資格取

得については、引き続き促進し

てまいります。またバリアフリ

ーボランティアの活用について

は、平成１７年度に三重県の鳥

羽駅周辺において国土交通省の

同モデル事業が実施されること

になり、当社も駅構内での活動

について協力させていただくこ

とになっております。ここで得

られた知見を参考にさせていた

だき、当社としても研究を進め

てまいります。 

・ 平成１７年３月にホームページ

上の駅構内図を見直し、バリア

フリー施設が整備されている駅

についてはバリアフリー経路を

掲載する等の視認性向上を実施

しました。今後も構内図の駅追

加や掲載内容見直し等を継続し

て検討してまいります。 

 

 

 

５．乗継利便等に関する 

事項 

・ 自社線内では、急行等の優等列

車と各駅停車の乗継駅におい

て、３分程度の待ち合わせで乗

り換えられるようダイヤを調

・ 利用者利便に心がけた取組み

を行っていることが認められ

る。 

 

 

 

 

 



 

 - 8 -

整している。また、伊勢中川駅

では大阪線特急と名古屋線特

急間で、大和八木駅では大阪線

特急と橿原線特急間で、同一ホ

ームでの乗り換えが概ね可能

となっている。 

・ 都市部では、他社線及び他モー

ドとの接続ダイヤに関する調

整については、特に行っていな

い。 

・ 他モードとの乗り継ぎに関し

ては、バスとの関係において、

バス会社にあらかじめダイヤ

改正の内容を提供することに

より、最終電車と最終バスのダ

イヤの調整等を行っている。 

・ 相互直通運転は、京都線と京都

市交通局烏丸線、東大阪線と大

阪市交通局中央線及び大阪港

トランスポートシステム（ＯＴ

Ｓ）テクノポート線で行ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後、けいはんな線と大阪市交

通局、及び阪神電鉄とも相互直

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 他モード間においても、利用者

利便を損なわないよう引き続

き連携を図ることが期待され

る。 

 

 

・ 京都市交通局烏丸線との相互

直通運転については、近鉄は相

互直通路線とは別に自社の京

都線で京都駅まで運行してお

り、近鉄利用者が京都駅まで京

都市交通局の相互直通線を経

由して乗車した場合、近鉄竹田

駅までの乗車運賃とは別に京

都市交通局の竹田駅･京都駅間

の乗車運賃も発生するため、近

鉄のみで京都駅まで利用した

場合と比較して運賃が高くな

ることから、利用者とのトラブ

ルが生じないよう、今後も、車

内での注意放送等、適切な案内

に努めることが期待される。 

・ 利用者利便を十分に考慮する

よう、関係者間で検討する必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ バス会社にあらかじめダイヤ変

更の内容を提供することによる

調整等、引き続き連携を図って

まいります。 

 

 

・ 車内においては、従前より竹田

駅から京都市交線となる旨放送

を行っております。また平成１

６年度からは時刻表併設の停車

駅案内での京都市交線の記載を

充実させているほか、関係駅の

券売機・改札口付近へ運賃が異

なる旨の注意喚起を掲出してお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 相互直通運転に関する利用者利

便の確保について、けいはんな
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通運転が予定されている。 

 

 

 

 

・ 他社線との乗換駅においては、

自社と他社の乗車券を２枚重

ねて利用できる自動改札機の

導入等を行っている。例えば、

鶴橋駅では、ＪＲ西日本線と近

鉄 線 と の 乗 り 換 え は １ ラ ッ

チでホームに出入りが出来る

とともに、自動改札機は、スル

ッとＫＡＮＳＡＩ・Ｊスルーカ

ード等の利用に加え、ＪＲ運賃

にも対応するため３枚処理機

を導入している。 

・ ＩＣカードについては、他社に

遅れることなく導入を図って

いくこととしている。 

がある。 

 

 

 

 

・ 一定の乗り継ぎの利便を確保

していると認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 関 西 圏 で の Ｉ Ｃ カ ー ド の 共

通・相互利用化にも寄与し、利

用 者 利 便 の 大 き な 向 上 が 期

待されるところであるが、近鉄

の路線は関西圏のみならず中

部圏にもわたっていることか

ら、今後、検討が進むと思われ

る中部圏でのＩＣカード導入

にも留意しつつ、これとの相互

利用化が図られ、利用者利便が

確保されるよう検討する必要

がある。 

線については大阪市交通局と、

西大阪延伸線については阪神電

鉄と、相互に十分検討してまい

ります。 

 

・今後導入するＩＣカードにおいて

も、他社線との乗り継ぎ利便性を

重視し、連絡他社と協議を進めて

まいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成１９年春を目処に主要路線に

おいてＩＣカードシステムを導

入いたしますが、将来に向け、中

部圏の鉄道事業者とＩＣカード

の共通化・相互利用化等について

十分協議を行い、利用者利便が確

保できるシステムとなるよう検

討してまいります。 

 

６．輸送障害時の旅客対 

応に関する事項 

・ 輸送に大きな影響を及ぼす鉄

道運転事故、３０分以上の列車

遅延及び災害（以下「事故等」

という。）が発生したときの対

処方法を定めた規程及びマニ
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ュアルを、駅業務を委託してい

る株式会社近鉄ステーション

サービス（以下「ＫＳＳ」とい

う。）と共同で作成している。

・ 近鉄は、乗務員に対し、年間計

画を定め研修を実施するとと

もに、年３回の総合訓練等を実

施している。また、ＫＳＳは、

駅係員に対し、年間計画を定め

研修を実施するとともに、２ヶ

月 に １ 回 程 度 の 業 務 研 究 会

の開催並びに年３回の総合訓

練を実施している。 

 

 

 

 

・ 今後とも、乗務員及び駅係員に

対する研修及び総合訓練等を

継続して行い、乗務員及び駅係

員が事故等発生時におけるマ

ニュアル等の内容を熟知させ

る必要がある。なお、近鉄はＫ

ＳＳが行う研修内容等につい

て、責任を持って確認すること

が必要と考える。 

 

 

 

 

・ 近鉄の乗務員およびＫＳＳの駅

係員には、それぞれに年間計画

を定め、その計画に基づき、事

故および災害発生時等の輸送障

害時に対する訓練・研究会・研

修等を行い、マニュアル等の理

解徹底を図ってまいります。ま

た、近鉄としてはＫＳＳ係員に

対して業務監査等を定期的に実

施し、教育・訓練の内容および

習熟程度を確認してまいりま

す。 

 

７．駅業務委託に関する 

事項 

・ 近鉄においては、駅業務をＫＳ

Ｓに委託しており、駅長及び助

役は近鉄との兼務で業務に従

事している。 

・ ＫＳＳは平成１７年度から新

入社員を採用する予定として

いる。 

 

 

 

 

・ 新入社員に対する当初の研修

は、ＫＳＳの管理部門が行い、

駅における研修は駅長等が行

うこととしている。 

 

 

 

 

・ 新入社員の採用により、サービ

ス水準の低下とならないよう

留意する必要がある。 

 

 

 

 

・ 駅係員に対する研修について

は、近鉄が責任を持ってその内

容等を確認する必要がある。 

 

 

 

 

・ 新入社員に対しても従来の社員

と同様の教育を行うとともに、

近鉄において新入社員の教育結

果について確認し、サービス水

準の低下とならないよう留意い

たします。 

 

・ 駅係員に対する研修の計画及び

実施結果について近鉄において

も確認いたします。 

 

 

８．利用者からの意見等 ・ 近鉄においては、平成１６年１ ・ 今後とも利用者からの意見等 ・ 今後も広く「お客様の声」「社
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に関する事項 月からホームページ上に利用

者からの意見等を受け付ける

窓口を開設し、利用者からの投

稿、電話、手紙等で寄せられた

意見等（以下「お客様の声」と

いう。）及び駅助役が駅係員に

対しヒアリングを行い収集し

た利用者の隠れた要望（以下

「社員の気付き」という。）並

びにこれら意見等に対する各

部署での対応結果をデータベ

ース化した「お客様の声システ

ム」の運用を開始した。 

・ 「お客様の声」及び「社員の気

付き」で蓄積した内容を職場内

での事例研究や接遇教育資料

として活用するとともに、利用

者との応対が多い職場では、参

考となる事例をピックアップ

して備え付け、利用者との応対

に役立てている。 

については真摯に受け止め、駅

係員の提案にも耳を傾け、利用

者利便等の向上、利用促進策の

検討等を継続的に行うことが

重要と考える。 

員の気付き」の収集に努め、そ

の活用方について積極的に取り

組んでまいります。 

 

９．暴力行為、迷惑行為 

に関する事項 

・ 平成１５年における暴力行為

が１４件、痴漢行為が７３件発

生し、平成１６年９月末現在で

暴力行為が７件、痴漢行為が３

０件発生している。 

・ 鉄道警察隊から迷惑行為防止

の協力依頼を受けた場合には、

実施駅、実施期間、時間、文案

を定め駅構内で放送を実施し

ている。 

・ 平成１３年度から年２回、社団

法人日本民営鉄道協会からの

協力依頼により、同協会が作成

 

 

 

 

 

・ 近鉄は、迷惑行為の防止に積極

的に協力しているが、近鉄の利

用者が迷惑行為等を受けてい

る認識に立ち、近鉄自ら迷惑行

為等の撲滅のため啓蒙活動を

積極的に行うことが必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 現在も、鉄道警察隊や地元警察

署からの依頼を受け、迷惑行為

防止放送や駅コンコースでの啓

蒙活動に取組んでいるところで

ありますが、今後当社独自でも

放送やポスターの掲示を行う等

迷惑行為撲滅に向け取り組むよ

う努力いたします。 
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したポスターを駅及び車内に

掲出している。 

・ 奈良線上りにおいて、平日ダイ

ヤの始発から９時３０分まで

に近鉄難波駅に到着する快速

急行を対象として、女性専用車

両の導入を平成１５年３月１

９日から試験的に、同年１０月

１４日から本格的に実施して

いる。 

 

・ 迷惑行為等が起こった場合の

適切な対応及び利用者に対す

る周知・啓発を行うことが望ま

れる。 

 

・ 迷惑行為が発生した場合の情報

提供・注意喚起についても、放

送呼びかけあるいは掲示等によ

りお客様に周知・啓発を行う体

制作りを検討いたします。 

 

 

 

 


